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＜監査対象工事＞ 
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1 監査対象工事の概要

予算

工事

契約

※契約金額及び工期は令和２年１２月２８日現在

2 所属別監査結果

監査対象工事名 所管課等 指摘 意見 合計

1
都市整備局
道路整備課

－

2
財政局

契約監理課
－

3
都市整備局
道路整備課

－

4
財政局

契約監理課
－

－ － －

高畑安田線道路改良工事
（２工区）

北内中筋線道路改良工事
（２工区）

都市整備局　道路整備課

業種

施工業者

監査対象工事名

財政局　契約監理課

東洋土木興業株式会社 株式会社下所組

土木一式工事 土木一式工事

工期

契約年月日

所
管
課
等

施工監理

契約金額 41,361,100円 25,058,000円

令和2年6月1日 令和2年6月19日

令和２年６月１日～
令和３年１月１５日

令和２年６月１９日～
令和２年１２月１８日

直営 直営

高畑安田線道路改良工事
（２工区）

北内中筋線道路改良工事
（２工区）

合計

【指摘】
条例や規則等に

違反しているか、

著しく適切さを欠

くと判断したもの。

【意見】
合理的な工事施

工の観点から改善

が望まれるとした

もの。

令和２年度工事監査の結果について
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3 監査実施期間

令和２年９月１８日から同年１２月７日まで

4 監査の方法

5

　監査の結果、関係書類は、おおむね適正に整備されており、工事現場の施工状況についても、
設計図書に基づき、おおむね適正に執行されていた。
　今後とも、工事の施工に当たっては、法令等を遵守し、より一層、厳正かつ適切な執行に努
められたい。

監査の結果

　令和２年度において施工中の建設工事のうち、監査対象工事２件を抽出して、これらの工事
の計画、設計、積算、契約、施工、監理、試験検査等が法令等に基づき、適正に行われている
かを主眼として実施した。特に、技術面からこれらの工事の「施工」が適切かつ効率的に行わ
れているかに意を用いた。
　監査に当たっては、監査対象工事の所管課等からそれぞれ関係書類の提出を求めるとともに、
関係職員等から説明を聴取するなどして実施した。また、令和２年１０月２０日に、工事現場
において、施工状況の確認等を行うため、関係職員等の立会いを求め、現場調査を行った。
　なお、当該監査における監査対象工事の設計、積算、施工などの専門技術的事項に係る工事
技術調査については、協同組合総合技術士連合に委託し、技術士の派遣を求め、書類調査及び
現場調査を行った。

工事現場における現場調査風景（令和２年１０月２０日撮影）
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